
４ 安全性の確認

（１）女川原子力発電所３号機におけるプルサーマルの安全性に係る
検討会議 設置要綱

（２）プルサーマル及び耐震安全性に関する論点

（３）女川原子力発電所３号機におけるウラン・プルトニウム
混合酸化物燃料採用に関する安全性について（報告）

（安全性検討会議座長から自治体あて）

（４）女川原子力発電所３号機におけるプルサーマルの安全性に係る
自治体の見解

（５）パブリックコメント募集要項

（６）パブリックコメント募集結果概要

（７）自治体の見解(案）に対する県民意見（パブリックコメント）

及びそれに対する自治体の考え

（８）各論点毎の検討結果

（９）女川原子力発電所の安全管理について（自治体まとめ）

（10）女川原子力発電所の安全管理について（自治体まとめ）
説明資料
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（３）女川原子力発電所３号機におけるウラン・プルトニウム混合酸化物燃料採用に

関する安全性について（報告）（安全性検討会議座長から自治体あて）

平成２１年１２月１８日

宮城県知事 村 井 嘉 浩 殿

女 川 町 長 安 住 宣 孝 殿

石 巻 市 長 亀 山 紘 殿

女川原子力発電所３号機における

プルサーマルの安全性に係る検討会議

座 長 長 谷 川 雅 幸

１ 安全性に係る検討結果

女川原子力発電所３号機におけるウラン・プルトニウム混合酸化物燃料採用に関する

安全性に係る論点について、それぞれに対する東北電力株式会社の講じる対策または見

解を本検討会議において慎重に検討した結果、各委員から意見があったので、別紙のと

おり報告する。

２ 附帯意見

本検討会議において、女川原子力発電所３号機におけるプルサーマルの安全性に係る

検討を行う中で、国に要望すべき事項、自治体が考慮すべき事項及び東北電力株式会社

に対して要請すべき事項が意見として出されたので、附帯意見として以下のとおり報告

する。

（１）国に要望すべき事項

①核燃料サイクルに係る国民的合意の形成

2010 年頃から使用済ＭＯＸ燃料の処理について検討するとしているが、発電所に

使用済 MOX 燃料が長期に貯蔵され続けないよう処理体系を早期に決定すること。ま

た、プルサーマルを含む核燃料サイクルの推進について、安全確保を第一としつつ

積極的な情報公開と住民説明を行い、国民的合意形成に努めること。併せて、ＭＯ

Ｘ燃料の再処理について、実用化に向けた研究を一層強力に推進すること。

（２）自治体が考慮すべき事項

①原子力担当職員の拡充及び教育の推進

宮城県は、原子力担当職員の拡充及び教育を推進し、ＭＯＸ燃料導入やこれから

迎える原子炉の高経年化時代を見据え、環境放射能・放射線監視のみならず “原子

力発電所の安全及び信頼性の確認”についても県民の期待に応えること。

②プルサーマルに係る積極的な情報公開

宮城県は、プルサーマルの計画に係る各段階における県としての見解、対応を積

極的に情報公開すること。

③ＭＯＸ燃料導入に対応した環境モニタリング体制の確立

宮城県は、ウランやプルトニウム等の核種分析を可能とするように環境モニタリ

ング体制を増強し、ＭＯＸ燃料に対する監視能力及び体制を確立すること。また、

この体制が東北電力株式会社にも必要であるか検討すること。

④震災時における円滑な連携の検討

自治体は、2007 年に発生した新潟県中越沖地震による東京電力柏崎刈羽原子力発

電所の被災時に国、地元自治体及び事業者間の円滑な連携を図ることができなかっ

た事例を解析及び検討しておくとともに、国の機関との連携を密にすること。
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（３）東北電力株式会社に対し要請すべき事項

①プルサーマルに係る安全性の確認と積極的な情報公開

ＭＯＸ燃料の製造、輸送、装荷、運転の各段階において、安全性の確認とそれら

の情報公開を積極的かつ迅速に行うこと。

②ＭＯＸ燃料導入に対応した環境モニタリング体制の検討

ウランやプルトニウム等の核種分析を可能とする環境モニタリング体制を確立す

る必要があるか検討すること。
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（８）各論点毎の検討結果

【Ｐ.１１３～Ｐ.１９２】
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